
事業所様用マニュアル 

運営指導実施に関する操作方法について
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1.はじめに 

■システム概要 

障害児通所支援事業所と名古屋市役所の運営指導に関するやり取りを、

WEB上で行うことができるシステム 

運営指導に関する連絡や結果確認、書類の提出をウェブ上で行えるサービスです。 

これまで郵送やメールで行っていた書類をフォームに入力して提出することができ

るようになり、手間と時間の負担を軽くします。 
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2. 利用方法 

2-1. 利用を始める前に 

■主な利用者 

      

   
 

■様式の一覧（説明） 

通番号 帳票名 帳票説明 

様式第１号 指導通知 運営指導が行われる前に送付 

される通知。実施予定の日時等が

記載されている。 

様式第２号 指導結果通知 運営指導実施後に送付される 

通知。結果が記載されている。 

様式第３号 運営指導に係る文書指示事項 運営指導実施後に送付される。 

改善が必要な是正箇所が記載 

されており、是正後にその結果を

記入する必要がある。 

様式第４号 改善状況報告書 是正後に作成する報告書。 

返還（過誤調整）の有無を記載 

する必要がある。 

様式第５号 点検結果報告書 返還（過誤調整）がある場合に 

のみ作成する必要がある。 

返還の理由を記載する。 

事業所担当者 名古屋市役所担当者 
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様式第６号 返還額一覧（自事業のみ） 返還（過誤調整）がある場合に 

のみ作成する必要がある。 

受給者別返還額一覧表。 

他事業所の過誤調整がない場合に

作成する。様式第７号と重複して

作成されない。 

様式第７号 返還額一覧（他事業あり） 返還（過誤調整）がある場合に 

のみ作成する必要がある。 

受給者別返還額一覧表。 

他事業所の過誤調整がある場合に

作成する。様式第6号と重複して 

作成されない。 

様式第８号 返還完了報告 返還（過誤調整）がある場合に 

のみ作成する必要がある。 

最終的な返還金額や利用者負担返

金額、送金日を記載する。 
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■事業所ポータル画面へのログイン 

 

 

 

 

 

 

 

【ログインURL】 

https://kodomofukushi-nagoya.viewer.kintoneapp.com/public/0923969e821888a

911c6a0e43efe3bef8b3b28400c7d5a63e826116c6b50a94a 

 
  

事業所ポータル画面へのログインについては

『ログインマニュアル』参照 

http://#
http://#
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■事業所ポータル画面の説明 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【通知管理 一覧】 

最新の通知の一覧が表示される 

公開期限を過ぎた通知は非表示になる 

【運営指導 一覧】 

運営指導の一覧が表示される 

進捗状況や提出済の様式、過去に実施された

運営指導も閲覧可能 

ポータル画面 

【一覧確認・作成】 

帳票別の一覧表示・作成の見出し 

クリックすることで各帳票やFAQの提出済の

一覧画面や作成画面へ遷移する 

 

【凡例】 

■赤枠 

確認・ 

クリック箇所 

■緑枠 

編集箇所  
■オレンジ枠 

注意点  
■青ふきだし 

操作説明  
■黄色枠 

活用のヒント 
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帳票名をクリックすると 

受領済・作成済の一覧に遷移します 

「作成」「提出」をクリックすると 

新規作成画面に遷移します 

「一覧」をクリックすると 

受領済・作成済の一覧に遷移します 

「FAQ」をクリックすると

よくある質問に遷移します 

「問い合わせ」をクリックすると 

名古屋市への問い合わせ新規作成画面

へ遷移します 

「詳細」通知ごとの詳細な

画面へ遷移します 

「更新日時」通知が作成された日付が表示 

「公開期限」通知期限内の通知が表示 

「事業所名」事業所名が表示 

「件名」通知の件名が表示 

「文章」通知の内容が表示 

「担当者氏名」担当者名が表示 

文字が見切れている場合は 

ウィンドウのサイズを大きくすると

すべて表示されます 
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「詳細」通知ごとの詳細な

画面へ遷移します 

「運営指導実施日」運営指導が行われる日付が表示 

「提出済み」提出されている帳票名が表示 

「提出対象の様式」提出が必要な帳票名が表示 

「事業所名」事業所名が表示 

「担当者氏名」担当者名が表示 

「最終的な過誤調整の指示額」最終的な過誤調整の指示額が表示 
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2-2. 各様式の作成・提出方法 

■運営指導の流れ 

 

 

 

             ・運営指導対象の選定～運営指導実施 

 
 

             ・改善指示～完了 

 

【運営指導実施：前】 

【運営指導実施：後】 
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■通知の確認 

・通知の詳細確認 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ポータル画面の「指導通知管理」の

該当レコードの「詳細」をクリック 

詳細画面が表示されて通知の

内容が確認できる 



- 13 - 

 
 

 

  

添付資料をダウンロード

することができる 
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■進捗状況の確認 

・進捗状況の詳細確認 

 

 
 

 

 

 
 

  

ポータル画面の「運営指導 一覧」の

該当レコードの「詳細」をクリック 

詳細画面が表示されて

進捗状況が確認できる 
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■運営指導の通知が届く 

・様式第１号を確認する 

※通知管理で通知が確認できる。2-2.各様式の作成・提出方法「■通知の確認」

（P.12）へ 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「指導通知」もしくは

「一覧」をクリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 

一覧画面の右上にある「並び替え」から、

一時的に並び替えを行うことができます 



- 16 - 

 
 

 
 

詳細を確認することができる 

運営指導の実施日時を

確認できる 

ダウンロードしたい場合は

「PDF出力」をクリック 
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PDFとして出力し、

保管できます 
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■事前資料を用意する 

・事前資料を提出する 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ポータル画面の「事前資料提出」

をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 

事業所名を確認してクリック 
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事業所情報が自動で入力されます 

入力が必要な項目を記入 
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資料を添付する項目の「ファイルを選択」

をクリックし、ファイルを添付 

添付をしたら画面最下部の

「提出」をクリック 

※添付ファイルは1ファイルあたり10MBを

超える場合、添付することはできません。 
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提出完了画面が表示される 
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■指導結果通知の通知が届く 

・様式第２号を確認する 

※通知管理で通知が確認できる。2-2.各様式の作成・提出方法「■通知の確認」

（P.12）へ 

 

 
 

 

 
 

 

ポータル画面の「指導結果通知」

もしくは「一覧」をクリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 
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詳細を確認することができる 

「一覧に戻る」をクリックすると

様式第２号一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリック

するとポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は「PDF出力」を

クリック 



- 24 - 

 
  

PDFとして出力し、保管できます 
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■口頭指示事項が届く 

・口頭指示事項を確認する 

※通知管理で通知が確認できる。2-2.各様式の作成・提出方法「■通知の確認」

（P.12）へ 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「口頭指示事項」もしくは

「一覧」をクリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 
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詳細を確認することができる 

「一覧に戻る」をクリックすると

口頭指示事項一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリック

するとポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は「PDF出力」

をクリック 
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PDFとして出力し、保管できます 
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■運営指導に係る文書指示事項兼改善状況が届く 

・様式第３号を確認する 

※通知管理で通知が確認できる。2-2.各様式の作成・提出方法「■通知の確認」

（P.12）へ 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「運営指導に係る文書指示事項」

もしくは「一覧」をクリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 
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詳細を確認することができる 

指示事項や入力した改善結果

を確認することができる 
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「一覧に戻る」をクリックする

と様式第３号一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリック

するとポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は「PDF出力」

をクリック 

ダウンロードしたい場合は文書指示事項の

行数に合った「PDF出力」をクリック 
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PDFとして出力し、保管できます 

修正したい場合は「編集」

をクリック 
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「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 

編集画面に遷移します 
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・様式第３号を提出する 

 
 

 

 
 

 

ポータル画面の「運営指導に係る文書指示事項」

をクリック 

一覧画面の「詳細」をクリック 
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詳細画面の「編集」をクリック 
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是正指示に従った改善内容を

「改善状況」へ記入 

添付する資料があれば添付 

記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 
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提出完了画面が表示される 

作成した内容がPDF帳票として

提出されます 
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■改善状況報告書を作成する 

・様式第４号を作成・提出する 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ポータル画面の「改善状況報告」の

「作成」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 

事業所名を確認してクリック 
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事業所情報・運営指導実施日が

自動で入力されます 

必要事項を記入 

入力がされていない場合は「必須項目です。」と表記されます 

「事業者情報自動入力」を使用して入力してください 

「3 あり（名古屋市以外の受給者）」に 

チェックを入れた場合のみ、 

「各市町村に対する過誤調整（返還）実施時期」

の内容を入力してください。 

必要事項を記入 
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記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 

提出完了画面が表示される 
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作成した内容がPDF帳票として

提出されます 
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・様式第４号を確認する 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「改善状況報告書」を

クリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 
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詳細を確認することができる 

詳細を確認することができる 
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「一覧に戻る」をクリックすると

様式第４号一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリックすると

ポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は「PDF出力」を

クリック 

PDFとして出力し、保管できます 
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編集画面に遷移します 

修正したい場合は「編集」をクリック 
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「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 
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■点検結果報告書を作成する 

・様式第５号を作成・提出する 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「点検結果報告書」の

「作成」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 
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事業所名を確認してクリック 

事業所情報が自動で

入力されます 
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記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 

入力がされていない場合は「必須項目です。」と表記されます 

「事業者情報自動入力」を使用して入力してください 

必要事項を記入 
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提出完了画面が表示される 

作成した内容がPDF帳票

として提出されます 
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・様式第５号を確認する 

 

 
 

 

 
 

 

 

ポータル画面の「点検結果報告書」を

クリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」を

クリック 

詳細を確認する

ことができる 



- 51 - 

 

 

詳細を確認する

ことができる 

「一覧に戻る」をクリックすると

様式第５号の一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリック

するとポータル画面に遷移する 

ダウンロードしたい場合は

「PDF出力」をクリック 
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PDFとして出力し、

保管できます 

修正したい場合は

「編集」をクリック 
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編集画面に遷移します 

「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 
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■返還額一覧（自事業のみ）を作成する 

・様式第６号を作成・提出する 

 
 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「返還額一覧（自事業のみ）」の

「作成」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 

事業所名を確認してクリック 
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事業所情報が自動で入力

されます 

必要事項を記入 

「返還額」の記入項目は 

バーをスライドすることで 

表示されます 

「＋」ボタンを押すと入力

可能な行が追加されます 

返還が必要な人数に応じて

使用してください 
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「理由番号」は上から順に

１、２、３、４と番号を入力

してください 

添付が必要なファイルを作成し、

添付してください 
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記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 

提出完了画面が表示される 

入力がされていない場合は「必須項目です。」と表記されます 

「事業者情報自動入力」を使用して入力してください 
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作成した内容がPDF帳票

として提出されます 
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・様式第６号を確認する 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「返還額一覧（自事業のみ）」を

クリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」を

クリック 

詳細を確認することが

できる 
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「一覧に戻る」をクリックすると

様式第６号の一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリックすると

ポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は

「PDF出力」をクリック 

PDFとして出力し、保管できます 
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編集画面に遷移します 

修正したい場合は「編集」を

クリック 

「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 
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■返還額一覧（他事業あり）を作成する 

・様式第７号を作成・提出する 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「返還額一覧（他事業あり）」の

「作成」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 
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事業所名を確認してクリック 

事業所情報が自動で入力されます 
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必要事項を記入 

「返還額」の記入項目は 

バーをスライドすることで 

表示されます 

「理由番号」は上から順に

１、２、３、４と番号を 

入力してください 

「＋」ボタンを押すと入力可能な 

行が追加されます 

返還が必要な人数に応じて 

使用してください 
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添付が必要なファイルを作成し、

添付してください 

記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 

入力がされていない場合は「必須項目です。」と表記されます 

「事業者情報自動入力」を使用して入力してください 
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作成した内容がPDF帳票

として提出されます 

提出完了画面が表示される 
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・様式第７号を確認する 

 

 
 

 

 
 

 

 

ポータル画面の「返還額一覧（他事業あり）」を

クリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」を

クリック 

詳細を確認することができる 
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「一覧に戻る」をクリックする

と様式第７号の一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリック

するとポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は

「PDF出力」をクリック 

詳細を確認することができる 
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PDFとして出力し、

保管できます 

修正したい場合は「編集」

をクリック 
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編集画面に遷移します 

「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 



- 71 - 

■返還完了報告を作成する 

・様式第８号を作成・提出する 

 
 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「返還完了報告」の

「作成」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 

事業所名を確認してクリック 
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事業所情報が自動で入力されます 

必要事項を記入 
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記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 

提出完了画面が表示される 

作成した内容がPDF帳票

として提出されます 

入力がされていない場合は「必須項目です。」と表記されます 

「事業者情報自動入力」を使用して入力してください 
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・様式第８号を確認する 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ポータル画面の「返還完了報告」

をクリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 

詳細を確認すること

ができる 
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「一覧に戻る」をクリックすると

様式第８号の一覧画面に戻る 

「ポータル画面に戻る」をクリックすると

ポータル画面に遷移する 

 

ダウンロードしたい場合は「PDF出力」

をクリック 

詳細を確認することができる 
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PDFとして出力し、

保管できます 

修正したい場合は「編集」を

クリック 
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編集画面に遷移します 

「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 
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2-3. 事故報告 

■事故報告を作成する 

 

 
 

 

 
 

 

ポータル画面の「事故報告」の

「作成」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 
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事業所名を確認してクリック 

事業所情報が自動で

入力されます 
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必要事項を記入 
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必要事項を記入 

記入項目はバーをスライド

することで表示されます 

「＋」ボタンを押すと入力

可能な行が追加されます 

記入が必要な人数に応じて

使用してください 
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必要事項を記入 

必要事項を記入 
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提出完了画面が表示される 

記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 

入力がされていない場合は「必須項目です。」と表記されます 

「事業者情報自動入力」を使用して入力してください 
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■事故報告を確認する 

 
 

 

 
 

 

 

ポータル画面の「事故報告」をクリック 

一覧画面の確認したい内容の「詳細」

をクリック 

詳細を確認することができる 
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修正したい場合は

「編集」をクリック 

詳細を確認することができる 
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編集画面に遷移します 

「送信」をクリックすると

内容が上書きされます 



- 87 - 

2-4. FAQを確認する 

■FAQを確認する 

 
 

 

 

 

ポータル画面の「FAQ」

をクリック 
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一覧画面が表示される 
カテゴリーの一覧 

クリックすると一覧画面にすべて

の質問が表示される 

各カテゴリー名をクリックすると、 

該当のカテゴリーの質問のみに絞り込まれて

一覧画面に表示される 
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「詳細」をクリックすると

詳細画面が表示される 

詳細画面が表示される 

リンクが記載されている場合は、

クリックすると引用元に遷移する 
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2-5. 問い合わせを行う 

■問い合わせを作成する 

 
 

 

 

ポータル画面の「問い合わせ」をクリック 

事業者情報自動入力の 

「虫眼鏡マーク」をクリック 
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事業所名を確認してクリック 

事業所情報が自動で入力されます 
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必要事項を記入 

記入をしたら画面最下部の

「送信」をクリック 
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提出完了画面が表示される 
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3. 困ったときは 

■ Q&A 

Q. webブラウザで使用できるのか知りたい 

A. 使用できるブラウザについては下記のURLよりご覧ください。 

webブラウザ情報は更新される場合があります。 

https://guide.kintoneapp.com/kviewer/vw-environment/ 

 

Q. ログインができない 

A. ログインできない場合は、運営指導実施通知メールが届いているメールアドレス

と同じアドレスを入力しているか今一度ご確認ください。 

※初期設定マニュアル参照 

 

Q. ポータル画面をタブレット/スマホからでも見られるようにしたい 

A. iOS・Android端末からもご利用いただけます。ただし、プラグインやカスタマイ

ズの仕様によって動作しない場合もございます。ご了承ください。 

  

http://#
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Q. 通知メールの宛先を変えたい 

A. 通知メールの宛先は、事業所様側では変更できません。 

宛先の変更をご希望の場合は、「問い合わせ」画面より問い合わせカテゴリー 「メ

ールアドレスの変更」 を選択し、通知用のメールアドレス変更の旨を記載し、変更

後に設定したいメールアドレスをご連絡ください。 

ログインIDと通知メールの送信先は同一のメールアドレスとなるため、通知用とロ

グイン用で別々のメールアドレスを登録することはできません。 

なお、システム上の都合により、変更依頼をいただいてから反映までに数日お時間

を頂戴する場合がございます。 

※問い合わせ方法は「2-5.問い合わせを行う」（P.90）へ 

 

Q. ファイルを送信できない場合と複数添付 

A. ファイルは複数添付が可能です。 

添付ができない場合はファイルの容量をご確認ください。 

 

Q. ログインするメールアドレスを変更したい 

A. メールの宛先は、事業所様側では変更できません。 

 

宛先の変更をご希望の場合は、「問い合わせ」画面より問い合わせカテゴリー 「メ

ールアドレスの変更」 を選択し、変更後に設定したいログイン用のメールアドレス

をご連絡ください。 

なお、システム上の都合により、変更依頼をいただいてから反映までに数日お時間

を頂戴する場合がございます。 

※問い合わせ方法は「2-5.問い合わせを行う」（P.90）へ 
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Q. メールが届かない 

A. メールが届かない場合、迷惑メールフォルダの確認、メールアドレスの入力ミ

ス、受信ボックスの容量不足、通信環境の悪さ、キャリアやサービス提供元の障害

などが原因の可能性がございます。 

以下の設定をご確認ください。 

• 迷惑メール設定: 迷惑メールフォルダやゴミ箱を確認する。 

• メールアドレス: 入力ミスがないか、特に「l（エル）」と「1（イチ）」、

「o（オー）」と「0（ゼロ）」など見間違いやすい文字を確認する。 

• 受信ボックスの容量: 容量が一杯になっていないか確認し、不要なメールを削

除する。 

• 通信環境: スマホなら電波状況を確認し、一度機内モードにしたり、手動でメ

ール受信を試す。 

• セキュリティソフト: セキュリティソフトやファイヤーウォールがメールをブ

ロックしていないか確認する。 

• 転送設定: 転送設定が有効になっていて、自分の受信トレイに届かない設定に

なっていないか確認する。  

 

通知メールは、事業所様情報登録時にいただいたログイン用メールアドレス、また

はメールアドレス変更依頼後に登録されたアドレスへ送付しております。 

メールの再送をご希望の場合は、「問い合わせ」画面よりご依頼ください。 
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Q. ポータル画面の一覧画面に何も表示されない 

A. 指導管理が一度も行われていない場合、または通知の閲覧期限がすべて切れてい

る場合には、「共有された情報がありません」 と表示されることがあります。 

 
 

Q. 複数のパソコンで同時にログインしたい 

A. 同一のメールアドレスで複数のパソコンで同時にログインすることはできませ

ん。 

セキュリティ強化のため、異なる端末やブラウザからの同時アクセスが検知される

と、2段階認証が求められ、最初に認証した端末以外はログアウトされる仕様となっ

ています。 

https://kintoneapp.zendesk.com/hc/ja/articles/445848071

22841-%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B

3%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%

83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%BC%B7%E5%8C%9

6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%

81%97%E3%81%A6 
 

 

  

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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Q. ログアウトしたい 

A. ポータル画面下部の「ログアウトはこちら」をクリックするとログアウトするこ

とができます。 

 

https://guide.kintoneapp.com/kviewer/view-mail-auth_log

out/ 

 

 

Q. 送付後の画面機能について知りたい 

A. この画面からポータル画面に遷移するリンクはありません。 

画面下部にある「ログアウトはこちら」をクリックするとポータルからログアウト

されます。他の一覧を確認したい場合等は再度ログインする必要がございます。 

「他のページを一覧から探す」をクリックすると、ユーザーページへと遷移しま

す。ポータル画面へは遷移しません。 

 
ユーザーページについては下記のURLよりご確認ください。 

https://guide.kintoneapp.com/toyokumo-kintoneapp/acces

s_user-page/ 

 

http://#
http://#
http://#
http://#
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Q. ポータルページが開かない 

A. ログイン用のメールアドレスもしくはポータルページのURLが誤っている場合は

ログインすることができません。 

「ページが見つかりません。 リンクに問題があるか、ページが削除されたか、受け

取ったURLが間違っている可能性があります。ご不明点はページの提供元にお問合

せください。」とエラーが表示される場合はURLが誤っている可能性がございま

す。 

https://faq.kintoneapp.com/--67d3fcd9b5cce820830abc09 

 

 

Q. ポータルページへログイン時に「アクセスが許可されていません」

と表示された 

A. 登録されているメールアドレスではないメールアドレスでログインしている場合

はポータル画面を表示することはできません。 

ログインしているメールアドレスが異なっている可能性がございます。 

「ログアウトはこちら」から一度ログアウトし、心当たりのあるメールアドレスで

ログインし直してください。 

ログイン用のメールアドレスは、事業所情報登録時に登録したアドレスになりま

す。 

https://faq.kintoneapp.com/--689c11131a52652e52deb743 

 

 

  

http://#
http://#
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Q. 各様式の一覧画面が表示される 

A.画面下部の「他のページを一覧から探す」をクリックすると下記のようなページ

へ遷移します。 

「【事業所様】通知管理兼ポータル管理」をクリック、もしくはブラウザバックを

することでポータルページに戻ることができます。 

 


